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方
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所
判
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補
に
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す
る
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方
検
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検
事
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す
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事
補
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命
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務
事
務
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司
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年
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七
月
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一

五

一
一
一 五 一

〃
一

一

八

〃

一 日

よ
り
判
事
の
職
務
を
行
わ
し
む
る
者
に
指
名
す
る

判
事
補
の
職
権
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
第
一
条
の
規
定
に

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

東
京
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

簡
易
裁
判
所
判
事
兼
判
事
補
に
任
命
す
る

辞
職
を
承
認
す
る

帰
朝
（
東
京
）

ワ
シ
ン
ト
ン
出
発

帰
朝
を
命
ず
る

ワ
シ
ン
ト
ン
着
任

東
京
出
発

二
等
書
記
官
を
命
ず
る

任
さ
せ
る

外
務
事
務
官
（
在
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
日
本
国
大
使
館
）
に
転

外
務
事
務
官
（
北
米
局
北
米
第
二
課
）
の
併
任
を
解
除
す
る

事
項

最
高
裁
判
所

内
閣

〃 〃 〃

外
務
省 庁
名

2丁

平
木
正
洋
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年
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五 八 四

〃

四
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五 四 月

〃 二

五

一

一

四 一 一

〃

一

〃 二

五
一 日

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
事
局
参
事
官
を
命
ず
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

判
事
に
任
命
す
る

裁
判
所
法
第
四
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
判
事
任
期
終
了

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
事
局
参
事
官
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
裁
判
所
調
査
官
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

最
高
裁
判
所
裁
判
所
調
査
官
に
充
て
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

兼
官
を
免
ず
る

兼
ね
て
佐
賀
家
庭
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

佐
賀
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

判
事
兼
簡
易
裁
判
所
判
事
に
任
命
す
る

兼
ね
て
佐
賀
家
庭
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

佐
賀
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

佐
賀
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

事
項

最
高
裁
判
所

内
閣

〃 〃 最
高
裁
判
所

内
閣

最
高
裁
判
所

内
閣

最
高
裁
判
所

庁

名

3丁

平
木
正
洋
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一
一
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〃

五 一 ○
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○ 一 一 一 ー

一

○
日

最
高
裁
判
所
図
書
館
長
の
兼
務
を
免
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
事
局
長
を
免
ず
る

簡
易
裁
判
所
判
事
に
兼
ね
て
任
命
す
る

法
制
審
議
会
臨
時
委
員
を
免
ず
る

法
制
審
議
会
臨
時
委
員
に
任
命
す
る

国
立
国
会
図
書
館
支
部
最
高
裁
判
所
図
書
館
長
を
命
ず
る

兼
ね
て
最
高
裁
判
所
図
書
館
長
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
事
局
長
を
命
ず
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
の
指
名
を
解
く

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
情
報
政
策
課
長
を
免
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
情
報
政
策
課
長
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
事
局
参
事
官
を
免
ず
る

事

項

内

閣

〃

法
務
省

国
立
国
会
図
書
館
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高
裁
判
所
庁
名

裁 判 所

平
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正
洋
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方
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判
事
に
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す
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裁
判
所
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を
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る

前
橘
地
方
裁
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前
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簡
易
裁
判
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け
る
司
法
行
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事
務
を
掌
理
す
る
者

に
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す
る

前
橋
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

前
橋
簡
易
裁
判
所
に
お
け
る
司
法
行
政
事
務
を
掌
理
す
る
者

国
立
国
会
図
書
館
支
部
最
高
裁
判
所
図
書
館
長
を
免
ず
る

東
京
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

裁
判
所
法
第
四
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
本
官
た
る
判
事

に
つ
き
任
期
終
了

同
時
に
兼
官
た
る
簡
易
裁
判
所
判
事
退
官
と
な
る

東
京
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

同
時
に
兼
官
た
る
簡
易
裁
判
所
判
事
退
官
と
な
る

判
事
兼
簡
易
裁
判
所
判
事
に
任
命
す
る

事
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所
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一
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令
和
元

年
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四

一

○ 一 一 五
月

〃
一

一

八

二

七 八 一 一
二

五
日

大
阪
高
等
裁
判
所
長
官
に
補
す
る

高
等
裁
判
所
長
官
に
任
命
す
る

兼
官
を
免
ず
る

東
京
地
方
裁
判
所
長
を
命
ず
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

東
京
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

東
京
高
等
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

事

項

最
高
裁
判
所

〃 内

閣

ﾉノ 〃 〃 最
高
裁
判
所

庁
名

裁 判 所

平
木
正
洋


